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 監査委員を代表いたしまして、過去１年間に実施した監査の結果につ

いて、ご報告申し上げます。 

 

監査委員の役割は、都の行財政が公正かつ効率的に運営されるよう厳

格な監査を実施することにあります。 

年間を通じて、定例監査、行政監査、工事監査、財政援助団体等監査、

決算審査、住民監査請求など多岐にわたる監査を実施しております。 

平成２３年は、３月１１日に発生した東日本大震災の影響を受け、各

局が震災対応に力を注ぐことができるよう、定例監査の日程を変更し、

行政監査については行わないことといたしました。 

この１年間で監査を実施したのは６００か所であり、問題点の指摘は

２０４件、指摘した金額は、明示されているものだけを見ても約２億７，

０００万円であります。 

 

はじめに、定例監査から申し上げます。 

定例監査は、都の行財政全般を対象とした最も基本的な監査です。本

庁の全ての部と事業所の約４割、合計で４５３か所を対象として、事務、

事業が適正・適切に行われているかについて、監査を実施いたしました。 

監査の結果、物品購入などの契約手続きについて、契約を締結しない
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まま、物品を納品させ、後日まとめて代金を支払うといった、不適正な

契約手続きが依然として認められました。 

また、情報システムの運用支援委託において、業務量を過大に算定し

たり、不要な機能改善を実施していたものがありました。 

定例監査では、監査を効率的・効果的に進めるため、重点監査項目を

設定していますが、平成２３年は重点監査項目の１つとして「リース契

約」を設定いたしました。 

リース契約による物品調達では、購入するなど他の方法で調達する場

合と比較したうえで、リース契約を選択する必要があります。今回指摘

した内容を見ますと、積算の根拠が残っておらず、リース契約の妥当性

について検証できないものがありました。また、短期間しか使用しない

機器であるのに、物件の全価格を実質的に負担しているものがありまし

た。 

ところで、多くのリース契約においては、リース期間終了後も再リー

スが可能なものがあります。そのため、当初のリース契約締結時には、

再リースを検討する際に備えて、契約金額の内訳を把握しておく必要が

ありますが、その努力が十分には行われていませんでした。 

 

次に、工事監査について申し上げます。 
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工事監査は、全局における１００万円以上の工事を対象としておりま

す。平成２３年は、件数では約１割の１，７８６件、金額では、約２割

に当たる約３，１００億円の工事について監査を実施いたしました。 

指摘した内容を見ますと、工事照明の設備費の積算において、撤去の

みの単価を用いるべきところに、設置と撤去を行う場合の単価を用いて

いたものがありました。 

また、地上デジタル放送への移行に伴い、増幅器の設置数をアナログ

放送時よりも低減できることがあります。しかし、地上デジタル放送受

信対応工事において、増幅器の設置数を精査せず、従前のままとしたた

め、過剰な設計となっているものがありました。 

工事請負者への指導・監督では、地下を掘削する際には、土留工を適

切に行う必要がありますが、作業の途中で、支えとなる支保材を撤去し

ているものがありました。このような状況は、崩落事故につながりかね

ない、たいへん危険なものですが、適切な監督が行われていませんでし

た。 

指摘全体を通して、工事の知識や現場監督経験の不足が原因で、単価

設定や数量など基本的事項の間違いや、現場の状況を十分把握できてい

ないものが見られます。これら経験を積んでいない職員による技術業務

を改善するため、技術職員の補強や部局を越えた支援体制拡大など、組
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織的な取組を求めました。 

 

次に、都の補助金交付団体や出資団体に対する監査について申し上げ

ます。 

監査を実施したのは、補助金交付団体等１３５団体及び出資団体１２

団体であります。 

補助金交付団体等への監査では、社会福祉法人に対し、施設利用者数

の算定誤りなどによる過大交付の事例が多数認められたため、補助金の

返還などを求めました。 

出資団体への監査では、院内保育所の運営実績がないにもかかわらず、

その経費として運営費負担金約２，６００万円が交付されたままとなっ

ていたものや、指定管理者が事業計画書において提案した内容が、実際

には履行されていなかったものがありました。 

また、制服の在庫管理がおろそかになっていたものについて、職員を

装った詐欺や訪問販売等に悪用されないよう、適正な管理を求めました。 

そのほか、出資団体が局から特命随意契約で受託した業務について、

その主要な部分がさらに特命随意契約で再委託されているものが複数見

られたため、競争性・透明性・公平性を高める観点から、それらの契約

について改善を求めました。 
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次に、決算審査について申し上げます。 

平成２２年度決算について、主に法令等に基づき適正に執行されてい

るかという合規性の観点から監査を行い、決算計数を確認するとともに、

予算執行や資金管理、財産管理の面から検証しました。 

その結果、財産に関する調書において、土地約７，０００平方メート

ルの登載漏れ、有価証券６，０００万円の過大登載などがあり、現在高

の把握を適正に行うよう求めました。 

また、公営企業会計において、特別損失３億６，０００万円余りが雑

支出として計上されていたため、適正な会計処理を求めました。 

 

次に、監査結果に対する改善状況について申し上げます。 

監査は、指摘した問題点が改善されて、はじめてその目的を達成しま

す。このため、年に２回、各局から改善状況について報告を求め、その

改善を促しています。過去３年間に行った指摘について見ると、各局が

改善に努めた結果、これまでに約８８パーセントが改善済みとなってい

ます。 

具体的な改善事例としては、都立高等学校の図書館においては、図書

館の書籍の管理や貸出事務を効率的に行うとともに、読書活動の推進に

活用できる図書館管理システムについて、約半数の導入にとどまってい
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ましたが、全ての都立高等学校に導入されることになりました。 

 

このほかに、都民からの住民監査請求が１９件あり、そのうち請求の

要件を満たした、固定資産税等の賦課に関する請求１件について監査を

実施いたしました。 

 

以上、この１年間に実施した監査について述べてまいりました。 

監査の結果、総じて言えることは、十分な検討がなされず、安易に前

例が踏襲された事務処理が進められており、コスト意識や問題意識を持

って業務を見直していない事例が少なくないことです。 

また、日常の事務処理が担当者のみで進められ、組織内部のチェック

体制や、異なる部門間での連携が十分に機能していないために、事務処

理の誤りや遅れが見過ごされていることです。 

ところで、定例監査で重点監査項目としたリース契約については、平

成１９年には、約３億４，０００万円の指摘をしていました。その後、

各局においてマニュアルの作成、チェック体制の強化などの措置が講じ

られ、平成２３年の指摘額は、約２，４００万円と、３億円を超える改

善が見られました。今回指摘した事項につきましても、こうした積極的

な取組を期待します。 
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管理者の皆様におかれましては、職場の様々な課題に即応できる高度

な知識や能力を備え、都民サービスをさらに向上させる気概にあふれた

職員の育成に努められるよう望みます。 

 

都財政を取り巻く環境は、今後も厳しい状況が続くと考えられます。

このため、限られた財源や人材の中で、創意工夫を凝らし、今まで以上

に効率的・効果的に、事業を推進していかねばなりません。 

 

東京都は、これまで、行政の効率化と都民サービスの充実に向けて、

民間活力を活用した多様な経営手法の導入、ＩＴ化の推進、複式簿記・

発生主義の考え方を取り入れた新たな公会計制度の導入・活用など、各

分野で行財政改革の取組を進めてきました。 

これらの取組について、一層の効率化やサービス向上が図られている

かを検証することが、監査の果たす役割として従来にも増して重要とな

っています。 

私ども５名の監査委員は、都政が公正かつ効率的に運営されるよう、

これからも、監査委員の使命を全力で果たしていく決意であることを申

し上げ、報告を終わります。 


